
【葛飾小】６月１日に再開する場合の教育活動について（５月１４日配信） 

 

 本日、船橋市教育委員会より「新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中

学校及び特別支援学校の令和２年度の授業時数確保のための対応について」の通知

がありました。 

 船橋市では学校再開後、臨時休業により削減された授業の時間を確保するため

に、次の（１）～（４）を組み合わせた方法で対応していきますので、ご理解とご

協力の程よろしくお願いします。 

※なお、現段階での計画であり、今後の拡大状況により、予定を変更する場合もあ 

 ります。 

 

１ 休業日（休みの日）に授業を実施します。 

(1)県民の日（６月１５日） 

(2)夏休み前半（７月２１日～８月７日）※土・日・祝日はお休みです。 

(3)夏休み後半（８月１８日～８月３１日）※土・日はお休みです。 

(4)９月１０月の隔週土曜日 

（９月５日・１９日、１０月３日・１７日・３１日） 

(5)冬休み前半（１２月２４日、２５日） 

(6)冬休み後半（１月５日） 

２ 船橋支会の日（６月１７日、７月１日）の午後に授業を実施します。 

３ 学校行事等の中止・縮小 

例年行っていた行事等も中止・縮小になる可能性がありますのでご理解ください。 

４ ６月１日以降の再開スケジュールについて 

(1)在校生…６月１日に教育活動を段階的に再開し、６月２日、３日は短縮、 

６月４日から給食開始を予定しています。 

(2)新入生…６月３日に入学式を行います。 

※６月１日、２日は授業日数に含めません。（新入生は休み） 

 ６月４日、５日は短縮期間として６月８日から給食開始を予定しています。 
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